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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
て
い
る
中
で
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
や
地
方
選

挙
が
執
行
さ
れ
た
。 

 

過
去
に
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
及
び
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
、
選
挙
の
適
正
な
管
理
執
行
が
物
理
的
に
困
難
で
あ
る
と

し
て
特
例
法
を
制
定
し
て
地
方
選
挙
の
期
日
を
延
期
し
た
が
、
政
府
は
今
回
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
と
し
、
総
務
省
か
ら
各

都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
選
挙
の
管
理
執
行
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
投

票
所
等
に
お
け
る
マ
ス
ク
の
着
用
・
消
毒
液
の
設
置
・
換
気
の
奨
励
、
期
日
前
投
票
の
積
極
的
な
利
用
、
投
票
所
等
の
混
雑
状

況
等
に
関
す
る
積
極
的
な
情
報
提
供
、
開
票
に
お
け
る
事
務
従
事
者
間
の
距
離
確
保
等
を
留
意
事
項
と
し
て
通
知
を
発
出
す
る

こ
と
で
、
そ
の
具
体
的
な
対
応
は
各
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
委
ね
た
。 

 

衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了
ま
で
一
年
四
か
月
余
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
政
府
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
専
門
家

会
議
は
感
染
拡
大
の
第
二
波
・
第
三
波
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
政
府
は
次
の
衆
議
院
議
員
総

選
挙
の
適
正
な
執
行
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
き
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
再
び
拡
大
す
る
よ
う
な
状
況
下
で
全
国
一
斉
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
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に
、
選
挙
の
適
正
な
管
理
執
行
が
物
理
的
に
困
難
な
状
況
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の

他
に
想
定
さ
れ
る
様
々
な
課
題
へ
の
対
応
策
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
か
。
検
討
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。 

二 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
よ
っ
て
感
染
者
の
発
生
状
況
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
全
国
一

斉
に
執
行
さ
れ
る
総
選
挙
で
、
政
府
が
今
回
と
同
様
に
、
各
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
全
国
一
律
の
内
容
で
通
知
を
発

出
し
て
そ
の
対
応
を
委
ね
る
こ
と
は
、
各
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
多
く
の
判
断
を
強
い
る
こ
と
と
な
り
、
過
度
な
負

担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
政
府
と
し
て
、
各
地
の
感
染
状
況
に
応
じ
た
対
応
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
な
対
策

指
針
を
設
け
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
か
。 

三 

国
会
議
員
の
任
期
及
び
衆
議
院
解
散
後
の
総
選
挙
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
法
律

に
よ
り
国
会
議
員
の
任
期
の
延
長
及
び
総
選
挙
の
選
挙
期
日
の
延
期
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お

い
て
、
国
政
選
挙
を
執
行
で
き
な
い
こ
と
や
衆
議
院
議
員
が
不
在
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
緊
急
事
態
に
お
け
る
国
政

選
挙
の
選
挙
期
日
の
延
期
及
び
国
会
議
員
の
任
期
の
延
長
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
ち
、
検
討
を
し
て
い
る
か
。 

四 

第
百
九
十
六
回
国
会
平
成
三
十
年
二
月
六
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
大
臣
は
、
「
緊
急
事
態
に
際
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し
、
衆
議
院
議
員
が
不
在
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
従
来
か
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
現
実
的

で
重
要
な
論
点
で
あ
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
当
時
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
念
頭
に
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、

今
般
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
る
よ
う
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
は
、
前
記
の
総
理
答
弁
の
「
緊
急
事

態
」
に
当
た
り
う
る
と
考
え
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


